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廃案になった
共通番号制を本当に

法制化する必要があるのか？
だれのためのマイナンバー法案

弁護士：清 水 勉

２０１２．１２．８
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新聞・通信社は

法案が出るずっと前から一貫して賛成

法案の内容が具体的に明らかになる前から
「賛成」は思考停止ではないか
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「中間とりまとめ」（２０１０年６月）

番号制の利用範囲

• ドイツ型：税務分野のみ

• アメリカ型：税務分野・社会保障の現金給付

• さらに社会保障情報サービス

• スウェーデン型：幅広い行政分野
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パブリックコメント（２０１０年７月）

詳しい説明抜きで、「どれがいい？」

• １４８件の意見が集まった

• スウェーデン型／７０件

• アメリカ型／３３件

• ドイツ型／１７件

• 日弁連は選択肢にない「その他」⇒「選択で
きない」
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中間整理（２０１０年１２月）

「番号制度の導入に向けて」

「このような番号制度は、諸外国の多くで導入さ
れている」

と言いながら、具体的な内容を紹介しない
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スウェーデンは理想郷か？

日弁連の中では高福祉社会として評価が高いが

実態はどうか？

高岡望（スウェーデン公使）の

『日本はスウェーデンになるべきか』（PHP新書）

「中村秀一の現場から考える社会保障」（朝日新聞）

⇒ 地に足の着いた議論と検討が必要
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2012年11月16日（金） 朝日新聞（朝刊）第19面
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共通番号にできること

• 「正確な所得情報の捕捉」

（２０１０．１２「中間報告」）

⇒ マスコミが賛成する根拠

• 「より正確な所得情報の捕捉」

（２０１１．０６「大綱（案）」）

⇒ 表現がかわった

内容もかわった
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マイナンバー法案をみると・・・

• 法律の目的は？

• 一体改革は？

• 警察による監視に便宜

• 個人番号情報保護委員会の権限

①個人番号情報だけ

②指導・助言・勧告・命令

③個別救済機関ではない
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法律の目的は

行政機関等が「効率的な情報の管理及び利
用」「迅速な情報の授受」

国民が、「手続の簡素化による負担の軽減及
び本人確認の簡易な手段を得られる」

●だれもが共通するイメージを持てない

●「社会保障と税の一体改革のため」とは書い
てない
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第三者機関による監督

「特定個人情報の取扱い」の適正の確保

• 指導・助言（４５条）

• 勧告・命令（４６条）

• 報告・立入り検査（４７条）

適用除外（４８条）／刑事事件の捜査、租税犯
則事件の調査など
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共通番号制以前の議論が必要

税制の現状の問題点と改善すべき点はなにか

社会保障の現状の問題点と改善すべき点はな
にか

どのように変えるか

だれがどのような覚悟をすべきか

⇒ どのような共通番号制が有効に使えるか
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プライバシー保護

共通番号は個人識別情報

住民票コードと共通番号のちがい

• 秘密性

• 変更可能性

見ず知らずの他人に利用される危険度は雲泥
の差

「プライバシーは気にしない」でまとまれるか？
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共通番号制の費用対効果

なににどれだけ費用をかけ

どれほど画期的な節約ができるのか？

公務員の削減数は？

法案が国会に提出されても公表されない

「便利」になれば、いくらかかってもいい？
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市町村にとってのメリットは？

法定受託事務

市町村に独自の道を歩ませない

国等による違法確認訴訟制度（地方自治法）

労多くしてメリットなし・・・？


